
原子力規制庁 平成 29 年度放射線対策委託費（放射線安全規制研究戦略的推進事業費） 

 

 
 
 
 
 
 
平成２９年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費 

水晶体の等価線量限度の国内規制取り入れ・運用のための研究 

 
 

成果報告書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東 北 大 学  

平 成 30 年 ３ 月  

  



1 
 

 

目次 

 

1. 背景・必要性・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

 

2. 研究目標など・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

 

3. 今年度の研究目的・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

 

4. 測定方法の概要・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

 

5. 測定評価件数・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 

 

6. 結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

 

7. 測定結果例のまとめ・・・・・・・・・・・・・・ 23 

 

8. 成果発表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

 

9. さいごに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 

 

10.参考文献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 

 



2 
 

1. 背景・必要性 

 水晶体は、放射線感受性が最も高い臓器の一つであり、職業被ばくにおいて

も放射線白内障等を引き起こす危険性がある[1-3]。 

2011 年に国際放射線防護委員会（ICRP）は、最新のエビデンスに基づき、1990

年及び 2007年勧告で示した放射線による水晶体混濁及び視覚障害のしきい線量

(それぞれ 5Gy および 8Gy)が過小評価であるとし、これまでの放射線作業者の水

晶体等価線量限度（150mSv/年）を、5年平均 20mSv/年かつ 50mSv/年に引き下げ

るソウル声明を発表した（ICRP Statement on Tissue Reactions, April 2011, 

http://www.icrp.org/page.asp?id=123）。 

すなわち詳細な疫学調査により，放射線白内障のしきい線量が従来よりも低

いことが分かってきたため，正確な水晶体線量評価の重要性が増している。 

国際原子力機関（IAEA）では、正確な水晶体線量評価のために、線量計はな

るべく眼に近い位置でモニターするように推奨している（INTERNATIONAL ATOMIC 

ENERGY AGENCY, Implications for Occupational Radiation Protection of the 

New Dose Limit for the Lens of the Eye, IAEA TECDOC 1731（ 2013）.）。 

またICRPは、3mm線量当量にて水晶体線量を評価することを求めている（ICRP, 

2012 ICRP Statement on Tissue Reactions / Early and Late Effects of 

Radiation in Normal Tissues and Organs, Threshold Doses for Tissue 

Reactions in a Radiation Protection Context. ICRP Publication 118. Ann. 

ICRP 41(1/2).）。 

 

日本の個人線量モニタリングメーカー2 社の平成 26 年度集計結果から推計す

ると、日本の職業被ばくにおいて、水晶体の等価線量が 20mSv/年を超えたもの

は医療機関で 2600 人以上も存在する（推定値）。よって水晶体被ばくは医療分

野において特に重要なところであり、他の機関（職種）よりも最優先して医療

機関の水晶体被ばくの実情を明らかにする必要がある[4-7]。 

 医療従事者被ばくに関して欧州諸国では、ORAMED (Optimization of Radiation 

Protection of Medical Staff.)研究が行われたが、その多くは医師だけの水晶

体被ばく評価に留まっており、さらに 3ｍｍ線量当量にて測定評価されたものは

ほとんど無い（EURADOS Report 2012-02, Braunschweig, April 2012）。 
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医療分野のなかでも、特に Interventional Radiology （IVR）手技では，長

時間の X 線透視等に伴う放射線被ばくによって、患者や IVR 従事者が放射線障

害を受ける危険性がある[8-12]。 

IVR とは、X線透視撮影下で、体内にカテーテル等を入れて病気を治す比較的

新しい治療法である。IVR は、身体にあたえる負担が少なく、入院期間も短縮で

きるなど優れた特長を持っており、高齢者や状態の悪い進行ガンを含めたガン

の治療や、心筋梗塞・狭心症（経皮的冠動脈形成術、PCI）等に広く応用されて

いる。つまり IVR は患者の救命や生命予後改善および QOL（Quality of Life）

の維持向上に極めて有用であり、現在普及している。しかし IVR は、難易度の

高い症例などでは X 線透視撮影時間が非常に長くなることもあるため、患者や

IVR スタッフの放射線被ばく線量増加が重大な問題となっており、IVR 時の放射

線障害例が現在でも報告され、その防止が大きな課題となっている。 

 

さらに IVR に使用する X 線透視装置には、アンダーテーブル X 線管型とオー

バーテーブル X 線管型があり、両者は空間散乱線分布が大幅に異なる特徴を有

することから、IVR 従事者の被ばく線量や不均等被ばくの状況は両者で大きく異

なる可能性がある[13,14]。 

放射線防護衣を着用した放射線医療従事者は、かなり不均等な被ばくを受け

ている可能性があると思われる[15,16]。その際従来は、頚部付近に装着した個

人線量計によって、水晶体線量の推定評価を行うことが求められている。 

だが、より正確な水晶体被ばく評価のためは、個人線量計を水晶体近傍に装

着し、不均等被ばくにおける職業被ばく（水晶体等価線量）を評価することが

望ましいと考える。 

 

IVR 従事者の職業被ばくは重要であるが、正確な水晶体線量は明らかにされて

いない。そこで本研究では、新しい水晶体線量計（DOSIRIS）を用いて、特に IVR

に携わるスタッフの水晶体線量（3mm 線量当量）の実態調査を行った。また IVR

における鉛眼鏡の防護効果を評価した。 
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2. 研究目標など 

当課題の研究期間は、平成 30 年度までの約１年半であり、この期間内で下記

を遂行することが、研究目標である。 

 水晶体等価線量限度の国内規制取入れ・運用のための研究を行うこと、 

 医療施設（水晶体被ばくは医療分野において特に重要）での DOSIRIS による

水晶体等価線量実態評価を行い、従来の評価方法(個人モニタリング、ガラ

スバッジ)と比較すること、 

 加えて具体的運用方法を検討するため種々の基礎データを収集すること、 

 そして放射線防護及び放射線規制行政の施策等への活用や提言等について

検討すること、などである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、DOSIRIS は、フランス放射線防護原子力安全研究所（IRSN)によって開

発された水晶体線量計である。DOSIRIS の検出部は LiF を主成分とした TLD 線量

計となっており、3mm 線量当量を測定評価できるなど水晶体被ばく評価において

大いに期待されている線量計である。DOSIRIS は軽量でフィット感が良く、ヘッ

ドバンドを使用して左右どちらかの水晶体近傍位置に検出部を配置させること

で、より確からしい水晶体線量評価が可能になると考えられている。また

DOSIRIS は、防護メガネの内側にも配置することが可能であるため、防護メガネ

装着時においても正確な水晶体線量を測定できると思われる。 

 

 ガラスバッジは RPL 現象を利用した測定器で、70μm 線量当量及び 1cm 線量当

量の評価が可能であり、従来から放射線管理に広く普及している。 

  

ＤＯＳＩＲＩＳ(ドジリス) 

水晶体線量計 

（3 ㎜線量当量） 

ガラスバッジ 

（従来の個人モニ

タリング） 

（3 ㎜線量当量）
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3. 今年度の研究目的 

当課題の平成 29 年度の研究目的は、IVR 医療従事者の水晶体被ばく実態を明

らかにすること、IVR 医療従事者の水晶体測定評価方法について、妥当な運用方

法の基礎的な検討を行うことである。 

被ばく実態を明らかにするため、今年度は下記のことを行う。 

 医師と看護師に加えて、放射線技師とさらに臨床工学士の水晶体被ばく線量

の評価を行うこと、 

 血管系 IVR にて評価すること、具体的には PCI(冠動脈形成術拡張術)や、他

の心臓 IVR(カテーテルアブレーション等)における、従事者の水晶体被ばく

線量を評価すること、 

 そして心臓以外の血管系 IVR、すなわち脳血管 IVR（脳動脈瘤コイル塞栓術

など）、腹部骨盤等 IVR（肝動脈化学塞栓療法など）における従事者の水晶

体被ばく線量を評価すること、などである。 

 

妥当な運用法の基礎検討として、今年度は下記のことを行う。 

 全例測定評価を行う DOSIRIS を用いた左眼線量に加えて、一部については右

眼付近および中間部付近にも DOSIRIS を装着し測定評価比較を行う。これに

より、眼のどの位置（左眼付近、右眼付近またはその中間付近）が、水晶体

線量評価を行う際に最適なのかを検討すること、 

 全例測定評価を行う左頚部位置の個人線量計（ガラスバッジ）に加えて、一

部については右頚部付近および中間頚部付近にも個人線量計（ガラスバッジ）

を装着し測定評価比較を行う。これにより、従来法で水晶体線量の推定を行

う場合、頚部のどの位置（左頚部付近、右頚部付近またはその中間頚部付近）

が線量評価を行う上で妥当なのかを検討すること、 

 DOSIRIS による 3mm 線量当量と頚部バッジ個人線量計による 70μm線量当量

及び 1cm 線量当量を比較すること、 

 そして Pb 防護メガネ使用時はその内外で測定評価すること、などである。 
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平成 29 年度の研究実施体制は以下の通りである。 

 

 

主任研究者  

千田浩一 

 

 

主な研究協力者 

盛武 敬 

加賀 勇治 

芳賀 喜裕 

加藤 守 

大口 裕之 

知識 亜紀子 

 

 

主な研究参加者 

稲葉 洋平 

佐藤 文貴 

本田 崇文 

石井 浩生 

薩來 康 
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4. 測定方法の概要 

 下記は、測定概要を示す模式的な写真である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（A）：左眼付近（水晶体近傍）に装着した水晶体線量計（DOSIRIS）。 

当研究では写真のように左頚部位置にも従来タイプの個人線量計（ガラスバッ

ジ）を装着。 

（B）：放射線防護眼鏡装着時はその内側と外側に DOSIRIS を配置。 

 

前記の通り、DOSIRISは3mm線量当量を直接測定できるTLD素子（7LiF:Mg, Tl）

を使用したヘッドバンド型線量計であり、当研究では基本的には左眼真横に

DOSIRIS を着用した（一部は右や中央部位にも装着した）。  

 

鉛眼鏡を装着した場合は、その外側にも追加で DOSIRIS を着用し鉛眼鏡の内

外での測定値を比較評価することで、鉛眼鏡による防護効果を検討した。主に

軽量の鉛眼鏡（0.07mmPb 当量、パノラマシールド，ｳﾙﾄﾗﾗｲﾄまたはｴｸｽﾄﾗﾜｲﾄﾞ、

東レ）を使用したが、一部については別のタイプの鉛眼鏡を用いた。 

また、全スタッフは鉛エプロン外側の左頚部位置にガラスバッジ（千代田テ

クノル社）を着用し、頚部ガラスバッジの測定値（70μm 線量当量）から水晶体

線量（3mm 線量当量）を推定できるかどうか等について検討した（一部は右や中

央の頚部位置にも装着した）。 

  

(A) (B) 
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上図は、DOSIRIS および頚部ガラスバッジの着用位置の様子を示したものであ

る。左眼 DOSIRIS と左頚部ガラスバッジが基本位置であるが、上図のように別

の位置にも装着し評価を行って場合もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

左写真は心臓IVR中

の医師の様子の一例

である。 

写真のように、原則

として追加防護具（天

吊りPbガラス防護板）

を使用した状態での

評価結果である。 

だが、その位置や高

さは一定では無く、状

況等によって様々変

化する。 

また天吊り Pb ガラ

ス防護板が邪魔にな

る際などは使用しな

いこともある。 
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5. 測定評価件数： 

平成 29 年 10 月～12 月の各種 IVR 等の測定評価件数と、それに従事し水晶体

線量を測定評価したスタッフ（医師等）数を以下に示す。 

まず下記は、心臓 IVR 等と、腹部肝臓 IVR 等である。 
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次に下記は、脳血管 IVR 等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、今回評価を行った脳血管 IVR 等では、原則的に Digital Subtraction 

Angiography (DSA)撮影時は、医師およびスタッフは血管造影検査室外に退避し、

被ばく低減に配慮している（造影剤注入は、ハンドインジェクションは行わず、

インジェクターを用いている。） 

当然医師は、透視時は検査室内の患者の傍にいる。 

 

 また放射線技師は、今回の脳血管 IVR 等では原則として血管造影検査室内に

は立ち入らず、IVR 中はほとんど操作室内のみにて業務を行うため、水晶体被ば

くは無視できると判断した。よって今回の脳血管 IVR 等では、放射線技師の水

晶体測定評価は行わなかった。 
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6. 結果 

2017 年 10 月〜12 月に３か月間の測定結果例について示す。原則として、各

線量測定値は一ヵ月の積算値にて測定結果を評価した。 

なお 20mSv/年を新しい水晶体等価線量限度とすると、一ヵ月当たりではおよ

そ 1.7mSv に相当する。よって、1.7mSv/月をひとつの基準指標として評価する

ことも行った。 

 

 まず最初に、心臓血管系に携わる医師の測定結果例を示す。 

下図は、心臓血管内科医師で、Pb メガネ無しの場合についての測定評価例であ

る（１か月あたり平均線量）。Pb メガネ無しの医師は、多くの場合、1.7mSv/月(≒

20mSv/年)を超過する危険性が大きく、医師は Pb メガネの装着が必須であると

思われた。 線量計装着位置については、DOSIRIS も頚部バッジも共に左側の線

量測定値が明らかに高値であるため、それらは左側に装着して水晶体線量をモ

ニタすべきことが判明した。 

 

＠心臓血管内科医師の等価線量平均値と標準偏差（n=19, Pb メガネ無しの場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(＊) 1 or70 MAX ガラスバッジ：ガラスバッジ測定値において 70μm 線量当量または 1cm 線量当量の多い方の測定値 

(＊)  
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下図は、Pb メガネを装着した心臓血管内科医師における、Pb メガネの内外の

DOSIRIS 測定評価例である。 

使用した Pb メガネは前記の如く、ウルトラライト(0.07mmPb 当量)と エクス

トラワイド(0.07mmPb 当量)である。 

両者（防護メガネ内外）の測定値は、良好な相関があった。 

Pb メガネの遮蔽効果については、ウルトラライト（n=9）は平均で 58％、 

エクストラライト（n=6）は平均で 58.6％(0.07mmPb 当量、東レ)であった。 

なお、後述（24 頁参照）するが、側面防護が無い鉛眼鏡の使用例（n=3）があ

ったが、これについては、上記の分析から除外した。 

今回の評価では、Pb 眼鏡を装着した医師の大部分は、1.7mSv/月(≒20mSv/年)

を超過しなかった。だが、それを超過した例もあり、また防護の最適化の観点

からも、水晶体被ばく低減のための対策、例えば鉛眼鏡の防護効果向上などが

必要であると考える。 

 

 

＠心臓血管内科医師：防護メガネ内外の相関 
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次に、腹部肝臓系に携わる医師の測定結果例を示す。 

下表は、医師３名（術者１名、助手２名）で、左側の DOSIRIS と頚部バッジ測

定結果（１か月あたり平均線量）である。 

 

＠腹部肝臓系医師（平均線量と標準偏差、mSv/月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.1（術者）に関して、もし Pb 眼鏡を装着しなかった場合は、1.7mSv/月(≒

20mSv/年)を超過する危険性があると推測できる。 

Pb 眼鏡を装着した場合、頚部バッジ測定値は大幅に過大評価することが示唆

された。 

線量計装着位置については、前述の心臓血管内科医ほどではないが、DOSIRIS

も頚部バッジも共に左側の線量測定値が高値になる傾向があり、よって、腹部

肝臓系医師も、原則的に左側で水晶体線量をモニタした方が良いと思われた。 
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次に、主に心臓血管系に携わる看護師の測定結果例を示す。 

下図は、看護師（全て Pb メガネ無し）についての測定評価例である。看護師

の水晶体被ばくは、医師のそれよりは低線量であり、1.7mSv/月(≒20mSv/年)を

超過する危険性が少ないと思われた。この理由は、今回の看護師の主な作業配

置場所に関して、患者の傍に位置している場合が、医師に比べ少ないためであ

ると思われる。ただし 1.0mSv/月を超す看護師もいるため、よって看護師におい

ても、水晶体被ばく防護の最適化を推進する必要はある。 

DOSIRIS と頚部バッジの看護師の平均測定値は、両者概ね同等であった（やや、

頚部バッジの測定値が高い傾向にある）。 

 看護師における線量計装着の左右位置については、医師のように左側の線量

測定値が明らかに高値になることは無く、DOSIRIS も頚部バッジも共に顕著な左

右差は生じていなかった。（ただし若干右が高値になる場合があった）。 

 

＠看護師の等価線量平均値と標準偏差（n=30, 主に心臓血管系） 
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下図は、看護師（主に心臓血管系）における水晶体等価線量測定値の相関で

あり、DOSIRIS 測定値と頚部バッジ測定値の関係を示す。（装着位置は両者共に

左側である。） 

下図のように DOSIRIS 測定値と頚部バッジ測定値は、ある程度の相関を示し

た。よって看護師の水晶体被ばく評価は、頸部バッジにて安全側に水晶体線量

をモニタできる可能性があり、その場合従来法と同様（70μm 線量当量など）に

評価しても良いと思われた。 

しかしながら、看護師は医師に次いで水晶体被ばくが多い。そして、下図の

ように決定係数（R2）はそれほど高くは無く、また DOSIRIS 測定値と頚部バッジ

測定値のバラツキもある。よって、より正確な水晶体被ばくを評価するために

は、場合によっては看護師においても DOSIRIS にて測定評価をする必要がある

と考える。 

 

 

＠看護師等価線量：DOSIRIS 測定値と頚部バッジ測定値の相関（n=30） 
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次に、臨床工学士（心臓血管系を担当）の測定結果例を示す。 

下図は、臨床工学士（全て Pb メガネ無し）についての測定評価である。臨床

工学士の水晶体被ばくは、看護師のそれよりは低線量であり、1.7mSv/月(≒

20mSv/年)を超過する危険性がほとんどないと思われる。この理由は、臨床工学

士は血管造影検査室内にて業務を行う際は、散乱線発生源からみて、主に医師

の陰に位置している場合が多く、よって結果的にその遮蔽効果によるためであ

ると思われる。ただし、臨床工学士においても、患者の近傍で作業を行う場合

は高線量になる危険性もあるため、水晶体被ばく防護について検討する必要は

ある。 

DOSIRIS と頚部バッジの平均測定値は、両者概ね同等であり、やや頚部バッジ

の測定値が高い傾向であった。 

 また線量計装着の左右位置については、左側の線量測定値がやや高値であっ

た。よって臨床工学士の水晶体被ばく評価は、従来法と同様に左側の頸部バッ

ジにて安全側に水晶体線量をモニタできる可能性がある。 

 

＠臨床工学士の等価線量平均値と標準偏差（n=8, 心臓血管系） 
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次に、診療放射線技師（主に心臓血管系）の測定結果例を示す。 

下図は、診療放射線技師（全て Pb メガネ無し）についての測定評価例である。

診療放射線技師の水晶体被ばくは、看護師のそれよりは低線量であり、1.7mSv/

月(≒20mSv/年)を超過する危険性がほとんどないと思われる。この理由は、診

療放射線技師は血管造影検査室内にて業務を行うことが少なく、ほとんどは操

作室内で作業するためであると思われる。ただし、１例の診療放射線技師が、

比較的高値の線量であった。これは患者や X 線装置の近傍で作業を行ったこと

に起因すると思われ、このような場合は、水晶体被ばく防護の最適化や DOSIRIS

による測定評価について検討する必要がある。 

診療放射線技師において、DOSIRIS と頚部バッジの平均測定値は、両者同等で

あった。また線量計装着の左右位置の検討結果から、左側の線量測定値がやや

高値であった。よって診療放射線技師の水晶体被ばく評価は、従来法と同様に

左側の頸部バッジにて安全側に水晶体線量をモニタできる可能性がある。 

 

＠診療放射線技師の等価線量平均値と標準偏差（n=14, 主に心臓血管系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
(＊) 1 or70 MAX ガラスバッジ：ガラスバッジ測定値において 70μm 線量当量または 1cm 線量当量の多い方の測定値 

3mm 線量当量 

ＤＯＳＩＲＩＳ 

1cm 線量当量 

ガラスバッジ 

70μm 線量当量 

ガラスバッジ 

(＊) 1 or70 MAX

ガラスバッジ 
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最後に、脳血管 IVR 等に携わる医師、看護師、臨床工学士の測定結果例を示す。 

下表は、医師３名（全て鉛眼鏡装着）で、左側の DOSIRIS と頚部バッジ測定

結果例（１か月あたりの平均線量）である。前記の通り、測定期間は３か月（１

か月の積算線量×３か月）であり、その１か月あたりの平均線量（mSv/月）を

示したものである。 

 

＠脳血管系医師（鉛眼鏡装着、平均線量、mSv/月） 

 

 

水晶体被ばくは、心臓血管系医師等のそれよりは低線量であり、防護眼鏡を

装着していれば 1.7mSv/月(≒20mSv/年)を超過する危険性が少ないと思われる。

この理由は、前述のように、原則的に DSA 撮影時は、検査室外に退避し、被ば

く低減に配慮していることが挙げられる。さらに脳血管IVR等に携わる医師は、

散乱体（被写体：頭部）からの距離も比較的遠い位置でカテーテル操作等を行

っていることもその理由として考えられる。ただし、脳血管 IVR 等に携わる医

師においても水晶体被ばく防護の最適化を推進する必要はある。 

今後、詳細な追加検討を行う予定である。 

頚部バッジにおいて、1cm 線量当量と 70μm 線量当量では、いずれも大きい値

（MAX）は 70μm 線量当量であった。よって、もし従来法（頚部バッジ）で水晶

体線量を評価する場合は、70μm 線量当量を用いる必要がある。 

 

  

鉛眼鏡外側 鉛眼鏡内側 1cm線量当量 70μm線量当量 Max

医師 A 0.19 0.11 0.19 0.25 0.25

医師 B 0.29 0.10 0.03 0.06 0.06

医師 C 0.46 0.22 0.36 0.37 0.37

DOSIRIS 頚部バッジ
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下表は、同様に測定評価した看護師３名（全て鉛眼鏡なし）と臨床工学士 1

名（鉛眼鏡なし）の、左側の DOSIRIS と頚部バッジ測定結果例である。 

全ての値は、測定下限未満（＊）であった。 

今回の脳血管 IVR 等では、看護師と臨床工学士は、血管造影検査室内にはい

るものの、基本的には、患者からかなり離れた位置で作業を行っていることが

その理由であると思われる。（さらに、医師同様に DSA 撮影時は、血管造影検査

室外に退避し被ばく低減に配慮していることも、測定下限未満になった理由の

ひとつであると思われる。） 

 

 

 

＠脳血管系看護師と臨床工学士（鉛眼鏡なし、平均線量、mSv/月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 測定下限未満 

 

  

1cm線量当量 70μm線量当量 Max

看護師 A ＊ ＊ ＊ ＊

看護師 B ＊ ＊ ＊ ＊

看護師 C ＊ ＊ ＊ ＊

臨床工学技士 ＊ ＊ ＊ ＊

頚部バッジ
DOSIRIS
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下図は、脳血管 IVR 等に携わる医師の Pb メガネの内外での DOSIRIS 測定評価結

果である(一ヵ月の積算値での比較)。 

1.7mSv/月(≒20mSv/年)を超過しなかったが、防護の最適化の観点からも、水

晶体被ばく低減のために鉛眼鏡の着用が必要である。 

 

 

＠脳血管系医師：防護メガネ内外の相関（n = 9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両者（防護メガネ内側と外側）の測定値は相関を示したが、ややばらつきは大

きかった。 

Pb メガネの遮蔽効果については、平均で約 55％(エクストラライト、0.07mmPb

当量、東レ)であった。 

 

  

y = 1.66x + 0.075 

R² = 0.83 
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下図は、脳血管 IVR 等に携わる医師における水晶体等価線量測定値の相関であ

り、DOSIRIS 測定値（鉛眼鏡内側）と頚部バッジ測定値の関係を示す。 

下図のように DOSIRIS 測定値（鉛眼鏡内側）と頚部バッジ測定値（MAX＝70μm

線量当量）には相関があった。 

だが、下図のように決定係数（R2）はそれほど高くは無く、また DOSIRIS 測定

値と頚部バッジ測定値のバラツキもある。よって、より正確な水晶体被ばくを

評価するためには、脳血管 IVR 等に携わる医師においても DOSIRIS にて測定評

価をする必要があると考える。 

 

＠脳血管系医師の等価線量：DOSIRIS 測定値（鉛眼鏡内側）と頚部バッジ測定値

の相関（n=9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

y = 1.29x + 0.04 

R² = 0.59 

【3ｍｍ線量当量】 

【
7
0
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量
】
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参考までに、下図は、鉛眼鏡外側の DOSIRIS 測定値を用いた場合の、脳血管 IVR

等に携わる医師における水晶体等価線量測定値の相関であり、DOSIRIS 測定値

（鉛眼鏡外側）と頚部バッジ測定値の関係を示す。 

下図のように決定係数（R2）は高くは無く、また DOSIRIS 測定値と頚部バッジ測

定値のバラツキもある。 

 

＠脳血管系医師の等価線量：DOSIRIS 測定値（鉛眼鏡外側）と頚部バッジ測定値

の相関（n=9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

y = 0.625x + 0.03 

R² = 0.46 

【3ｍｍ線量当量】 
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7. 測定結果例のまとめ 

＠心臓血管系、腹部（肝臓）系に従事する者の水晶体被ばくに関して、主に以

下の事が分った。 

医師について：  

• 防護メガネ不使用時は 20ｍSv/年を超える恐れが大きいこと、 

• 防護メガネ（パノラマシールド）は約 60％弱の防護効果があること、 

• 左眼で水晶体線量をモニタすることが望ましいこと、 

などが測定結果から示唆された。 

 

看護師、放射線技師、臨床工学士について： 

• 一般に 20ｍSv/年を超過する恐れは少ないが、一部の看護師は 1mSv /月

を超える恐れが有り、より防護の最適化への配慮が必要であると思われ

ること、 

• 頚部バッジと DOSIRIS は相関傾向が有り、よって水晶体被ばく線量評価

は、頸部バッジによって安全側に水晶体線量をモニタできる可能性があ

ること、 

• モニター線量計の装着場所に関して、その位置の左右差はあまりないが、 

看護師は右または中央が高値を示す場合があること、 

などが測定結果から示唆された。 

 

その他の事項： 

• 頚部バッジにて、3ｍｍ線量当量は 70μm 及び 1cm 線量当量と高い相関が

あることなどが示唆された。 

また、線量パラメータ（例えば透視時間）と DOSIRIS 測定値等の相関は

あまり高くないことなどが示唆された（これについてはデータ提示は割

愛した）。 
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＠脳血管系に従事する者の水晶体被ばくに関して、主に以下の事が分った。 

• 20mSv/年を超える恐れは少ないが、医師は防護メガネの着用、および

DOSIRIS で水晶体線量をモニタすることが望ましいこと、 

• 看護師等も被ばく低減への配慮が重要であること、 

などが測定結果から示唆された。 

 

 

 

 

特記事項 

鉛眼鏡のなかには、側面からの放射線遮蔽があるかのように誤認してしまう

眼鏡があることが判明した（実際には側面放射線防護が施されていない）。 

その実例を以下に示す。この鉛眼鏡は 0.07mmPb であり、側面が黒いもので 

覆われた構造であり、一見すると側面防護が施されているように見える。 

 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、実際の IVR 時の測定評価（n=3）の結果から、この黒い部分の

遮蔽効果はほぼ 0％であった。すなわち、この黒い部分には鉛などが含まれてお

らず、側面防護がなされていないタイプの鉛眼鏡であった。（前面部分は鉛ガラ

スであり、当然防護効果はある。） 

IVR 時は側面からの散乱線被ばくも多いため、使用する鉛眼鏡の側面防護効果に

ついて、予め注意しておく必要があると思われた。 

 

  

側面の鉛遮蔽が無い眼鏡 
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8. 成果発表  

まだ研究を開始した直後であるため直接関係する研究報告は無いが、初期成

果関連の一部について北米放射線学会(103rd Radiological Society of North 

America, RSNA2017）にて下記の２演題発表した。 

そして２演題共に RSNA Exhibit Award "CERTIFICATE of MERIT"を 受賞する

ことができた。 

1. Evaluation of Eye Radiation Exposure of Medical Workers: What is the 

Most Desirable Method?  

2. Occupational Exposure of the Eye in Interventional Radiology 

Laboratory Staff 

 

上記いずれの演題発表も、放射線診療時（特に IVR）における水晶体線量評価

と被ばく防護において、とても重要な内容の研究報告である。  

 

研究演題 1.は、放射線医療従事者の水晶体線量を評価するための線量計につい

て検討したもので、水晶体線量計 DOSIRIS の基礎的性能評価の実験結果等の内

容も含まれた発表である。 

（次項にその演題抄録を提示する。） 

 

研究演題 2.は、IVR 従事者の水晶体被ばく線量について DOSIRIS を用いた評価

結果や文献レビューを行ったもので、鉛眼鏡に関する検討結果の内容も含まれ

た発表である。 

（次々項にその演題抄録を提示する。） 
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1. Evaluation of Eye Radiation Exposure of Medical Workers: What is the 

Most Desirable Method?  
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2. Occupational Exposure of the Eye in Interventional Radiology 

Laboratory Staff 
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9. さいごに 

IVR 医師は、防護メガネ不使用時は、新しい水晶体等価線量限度を超過する危

険性が高いこと、さらに防護メガネ使用時も新しい水晶体等価線量限度を超過

する場合が想定されることを確認できたなど、当研究によって、一定の成果お

よび有用な知見を得ることができた。 

そして、IVR 従事者において、水晶体被ばく防護の最適化の推進が必要である

ことが分かった。 

以上から、平成 29 年度の当研究の実施については、ほぼ計画通り実施できて

いると考える。 

 

本報告書は、当研究の初期成果の一部を記載したものだが、今後、さらに測

定評価例を増やして解析等を行う予定である。 

そして学会等での発表や論文投稿などにより、当研究成果の公表に努める所

存である。 

 また次年度以降は、測定対象の拡大や詳細な分析等を行い、あわせて最適な

被ばく防護対策の研究、および関連学会等のガイドライン案の検討等を含めた

運用方法の基礎検討に関して貢献したい。 

 

最後に付言するが、IVR 従事者のように放射線防護衣(プロテクタ)を着て作業

を行っている際は、著しく不均等な被ばくを受けている可能性が高い。よって

IVR 従事者は、プロテクタの内側と外側に、複数個の個人線量計を装着し、不均

等被ばく評価を行う必要がある。プロテクタ内側に 1 つのみ装着した個人線量

計測定値で、水晶体線量の評価を行うことは避けなければならない。 
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